


スポーツ基本法

前 文（抜粋）

スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律

心その他の精神の涵かん養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動で

あり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものと

なっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり、

全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で

日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画すること

のできる機会が確保されなければならない。

（スポーツ事故の防止等）

第十四条 国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等

の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツ

における心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識（スポーツ用具の適切な使用

に係る知識を含む。）の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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スポーツ活動における熱中症事故の防止について（通知）

3



スポーツ現場における熱中症予防に関する実態調査（2024年）
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重点として取り組むべき事項

（１）基本的な考え方

夏期においても、心身の健全な発達や健康及び体力の保持増進等の観点から、運動・ス

ポーツを継続して実施することは重要であり、安全を確保したうえでの運動・スポーツの実

施のために以下の重点事項に留意しつつ、熱中症対策に万全を期すことが重要であること。

（２）重点事項

① 本格的に暑くなる前の時期で、体が暑さに慣れていない中で急に暑い環境にさらされると熱中症にな

りやすいことから、気温等がそれほど高くない日に無理のない範囲で汗をかき、徐々に暑熱順化（体

を暑さに徐々に慣らしていくこと）を行うこと。

② 活動の場所や種類にかかわらず、暑さ指数（WBGT）に基づいて活動実施を判断すること。特に、ス

ポーツイベント・大会の実施に当たっては、開催地域における暑さ指数の状況等も参考にしながら、

これまでと開催時期を変更する、開催時間帯をずらす、運動負荷を軽減する、健康に被害が生じるお

それがある場合は中断・中止するなど、熱中症予防に配慮した開催方法を検討すること。

③ スポーツ活動前や活動中、活動後に、健康をチェックし、適時・適切な水分・塩分補給を行うととも

に、多様かつ効果的な身体冷却を行うこと。

④ 熱中症の疑いのある症状が見られた場合は、早期に水分・塩分の補給、身体冷却、病院への搬送を行

うこと。

⑤ 環境省が発表する熱中症警戒情報に留意し、警戒情報発出時に運動・スポーツを実施する場合は、エ

アコンがある屋内など涼しい環境を確保（屋外において実施する場合は上記②～④の対策を徹底）す
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